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柏崎市へのＵ･Ｉターン者で新規就労等をした若者に
最大５万円を補助します

柏崎市Ｕ・Ｉターン新⽣活応援補助⾦
【対象者】以下のすべてを満たす方（主なもの抜粋）
□申請時点で34歳以下
□住⺠となった⽇から２年以上継続して、柏崎市内に居住する意思がある。
□以下の①または②のいずれかに該当する。

①県内の他市町村から柏崎市に転入した。
□住⺠となった⽇から１年を経過している。
□申請時点で住⺠となった⽇から２年以内である。

②県外から柏崎市に転入した。
□申請時点で住⺠となった⽇から１年以内である。

□以下の①、②または③のいずれかに該当する。
①就労者

□雇用先が柏崎市内に主たる事務所（本社・本店）を有する企業等である。
□常時雇用されている。

※常時雇用とは「 雇用期間に定めがない。」または「雇用期間が１年以上の⾒込みで、１
週間の所定労働時間が30時間以上」

②テレワーカー※柏崎市内の事業所への転勤、出向等の⼈事異動及び出張、研修等による一時
的な勤務場所の変更を除く。

□市外に所在する事業所に所属している。
□住⺠となった⽇から２年以上継続して柏崎市内でのテレワーク勤務を命じられている。

③個⼈事業主
□申請⽇において事業所を市内に設置している個⼈事業主である。

□公務員ではない。
□他のU・Iターンに関連する補助⾦等を受けていない、または、受ける予定がない。
□市税などを滞納していない。
□当該補助制度を利用したことがない。

【申請方法及び必要書類】
以下の必要書類を柏崎市元気発信課に提出してください。

１ 申請書兼実績報告書（別記第１号様式）
２ 勤務証明書（別紙１）
３ （個⼈事業主の場合）税務署に提出した開業・廃業等届出書のコ

ピー（当該書類が無い場合は、個⼈事業主としての挙証資料）
４ 暴⼒団排除条例による誓約書（別紙２）
５ 申請者の住⺠票の写し
６ 申請者の納税証明書（完納証明）
７ 補助⾦振込⼝座確認書類（通帳の⾦融機関名・支店名・⼝座番号

記載部分のコピー）

補助⾦の申請・問合せは、柏崎市元気発信課 ☎0257-47-7333 まで

※令和４（2022）年4⽉以降の補助⾦は、市の予算成⽴が前提であり、現段階で支給を確約するものではありません。
※本紙記載の内容は予告なく、変更する場合があります。
※申請多数の場合は、受付を早期に締め切る場合があります。

詳細は
二次元コードを
スキャンし、
ホームページを
御覧ください。

柏崎市ホームページ

【補助⾦額】
・県内の他市町村から柏崎市に転入した方 ３万円
・県外から柏崎市に転入した方 ５万円


